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15.食中毒患者発生時の対応 
 

食品衛生法第五十八条に基づき、食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若

しくはその疑いのある者（以下「食中毒患者等」）を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ち

に最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。 

付録「食中毒発病までの時間・症状一覧」参照 

＊食中毒とは 

食中毒とは、有害・有毒な微生物や化学物質等毒素を含む飲食物を人が口から摂取した結果として

起こる下痢や嘔吐や発熱などの疾病（中毒）の総称である。 

 

1. 食中毒が疑われる事例発生フロー 

 

 

2. 食中毒の原因として化学物質が疑われる場合の問い合わせ先（日本中毒情報センター） 

大阪中毒 110番（365日 24時間対応）072-726-9923（情報提供料：1件につき 2,000円） 

つくば中毒 110番（365日 9時～21時対応）029-851-9999（情報提供料：1件につき 2,000円） 

患者発生

医師・看護師

•原因となる飲食物、吐物、薬品があれば保管する。

•最上保健所保健企画課 生活衛生室へ連絡する。 TEL 0233-29-1261
（随時対応）

•食中毒患者発生届票（別添 様式1の1）を準備し、医師に記入を依頼する。

医事係

（感染症届出担当）

•記入した食中毒患者発生届票は1部コピーを取り、原本は保健所職員へ提
出、コピーは医事係（感染症届出担当）へ提出する。

•医事係担当は届出票の起案

医師・看護師

•保健所担当者の調査対応
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付録 食中毒発病までの時間症状一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 食中毒を疑ったときには～医師・医療機関向けパンフレットより転用 
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別添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


